
様式第１号（第３条関係、第６条関係）

申請者 郵便番号 -

会場の整理責任者

人

※この欄以下の記入はしないでください。（条例別表第１・施行規則別表第１） （単位：円）
ア

イ

ウ

エ

オ

①

カ

キ

ク

②

③

円 円 円

令和　　年　　月　　日

上記申請を許可する。
井原市長　大　舌　　　勲 印

（　　　　　　）冷暖房使用料

（　　　　　　）冷暖房使用料

　　①　＋　②　＋　③

予定表記載 使用料前納額 使用料当日収納額 使用料合計 受付事項

合　　　計

第　　　　　　　　　号許可

（　　　　　　）冷暖房使用料

小　　　計 カ　＋　キ　＋　ク

附属設備・器具類等使用料

　　

（　　　　　　）使　用　料

（　　　　　　）使　用　料

（　　　　　　）使　用　料

 物品販売・入場料等加算額 （管内１.５倍・管外２倍）

 平日(9時～17時)外使用加算額 ＠2,200円（５時間単位）

小　　　計 ア＋イ＋ウ＋エ＋オ

　　 令和　　年 　　月 　　日（　　 曜） 　　時 　　分　まで

使 用 施 設
　１．大会議室　　　　　　　 ４．会議室　　　　　　７．その他（　　　　）
　２．大会議室（北半面）　 　５．相談室　　　　　　
　３．大会議室（南半面）　 　６．経営研修室

そ 　の 　他 　入場予定人員　 冷暖房使用の有無 　　有（冷房・暖房）　　無

附属設備器具
の使用の有無

　　有（内訳別表のとおり）　　　　　　　　無

使用者の行う
特 別 施 設

　　１．設備する（内訳別紙のとおり）　　　２．設備しない

使 用 日 時
　　 令和　　年 　　月 　　日（　　 曜） 　　時 　　分　から

令和　　年　　月　　日
受付

井原市長　大　舌　　勲　　殿

住　所

氏　名

井原市地場産業振興センター使用許可申請書兼使用許可書

第　　　　　　　　　号

令和　　年　　月　　日

団体名

電　話

井原市地場産業振興センター条例第５条の規定により、下記のとおり使用許可の申請をします。

記

氏　名 　

電　話 　

行事の名称
行事開始時刻　　　時　　　分

行事の内容 　
住　所 　



１．使用開始の前にこの許可書及び領収書をセンター事務局にお示しください。
２．使用者は、センターを許可を受けた使用目的以外に使用し、使用の権利を譲渡し、又は転貸
　することはできません。
３．使用者は、許可を受けた事項若しくは申請の内容を変更しようとするときは、市長に届け出
　てその許可を受けなければいけません。
４．使用者は、使用を開始した後においては原則として使用時間を延長することはできません。
５．使用時間とは、行事に実際に使用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間も含
　みます。
６．使用許可時間より早く終了しても、使用料は使用許可時間で積算します。
７．使用者は、次の事項を守ってください。
　（１）許可を受けた以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動させないこと。
　（２）許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等しないこと。
　（３）許可を受けないで所定の場所以外で火気を使用しないこと。
　（４）騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
　（５）使用者は、センターの使用を終ったとき（使用の許可の取消し又は停止を受けたときを
　　　含む。）は、直ちに設備その他を原状に復し、職員の点検を受けなければいけません。
　（６）使用者が前号の義務を履行しないときは、市長において原状に復し、これに要した費用
　　　を使用者から徴収します。
　（７）使用者は、施設又は附属設備若しくは器具等を破損し、又は滅失したときは、市長の認
　　　定に基づいて、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければいけません。
　（８）使用者は、許可を受けないで物品を販売してはいけません。
　（９）前各号のほか、センター所属の職員の指示する事項。
８．使用料は、原則としてお返しいたしません。

【参考】
○ 施設使用料 （１時間当たり）

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

○ 付属設備使用料

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円 円

円

使用時間、施設等の変更：0866-62-8850（8：30～17：15　土日祝 年末年始除く）
火災、地震等の緊急時　：0866-62-9555（市役所当直）

○連絡先

 金屏風

数量品　　名

 拡声装置(大会議室)

 拡声装置(３階)

 マイクロホン

 ワイヤレスマイクロホン

 コンセント

 湯沸場器具

 プロジェクター

800

１回の
使用料

単位

１式

冷暖房
使用料

１式

合　      　　計

使用上の注意事項

１双

300

使用場所

 大会議室

 会議室

２分の１使用

昼　　間
９時～１７時

全面使用

 経営研修室

夜　　間
１７時～２２時

２時間までの
使用料

２時間を超
えるときの

加算額

２時間までの
使用料

２時間を超
えるときの

加算額

1,300 650

1,500

1,000

800

300

金　　額

飲食があった時

１式

１台

１個

１式

１本

300

500

50

 ディスプレイ １式 1,000

150 390 200

備　　考

 相談室

 スクリーン

500

500

500

300

１本

1,500 

800   

400   

400   

400   

400 1,040 520

2,500 1,250 3,250 1,630

750 1,950 980

500


